第３学年１組　社会科（公民的分野）学習指導案
平成２１年１１月２０日（金）

指導者　宮崎市立大塚中学校　田中　義栄
１　単元名　　　あなたならどう判断する　～裁判員制度を通して考えよう～
２　目　標

　○　司法や裁判員制度に関心をもち、民主主義社会に積極的に参加する意欲をもとうとする。
　　　　　（Ⅰ　社会的事象への関心・意欲・態度）
　○　証拠の整理や他者との討論から、社会的事象を多面的・多角的に考察し、公正に判断することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱ　社会的な思考・判断）

○　個々の事実を正確に把握し、事実に基づいて自分の考えを適切に表現できる。（Ⅲ　資料活用の技能・表現）

○　模擬裁判や裁判の評議・評決場面の討論を通して、次のことを理解する。

（Ⅳ　社会的事象についての知識・理解）

３　指導観

　○　本単元は、中学校学習指導要領内容⑶「現代の民主政治とこれからの社会」イ「民主政治と政治参加」を主な内容とし、今年からスタートした裁判員制度を通して、裁判員制度のしくみとその意義を理解させることをねらいとする。その過程で、生徒一人一人の思考力を高めることをねらいとした特設単元である。

平成１６年５月２１日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、同年５月２８日に公布され、平成２１年５月２１日に裁判員制度がスタートした。裁判員制度は、これまで裁判官だけで行われてきた刑事裁判に、一般の国民から選ばれた裁判員が参加するという制度である。これまでの刑事裁判は、裁判の手続きなどが法律の専門家のみによって行われてきたこともあり、一般の国民には分かりにくく、刑事裁判は近寄りがたいとの印象を与えてきた面があった。また、一部の事件では審理に長い時間がかかることもあり、ますます国民から裁判を遠ざけてきた。しかし、裁判員制度の導入に伴って、一般の国民である裁判員に負担がかからないように裁判がこれまでよりも速くなるとともに、裁判がこれまでよりも分かりやすいものになることが期待される。授業を通して、裁判員制度の理解のみならず、民主主義社会や国民主権の理念、社会に積極的に参加する意欲や態度を育成することをねらいとする。これらのことを理解させる過程で、自らを裁判員の立場に置き、証拠評価の検討を行いながら、意見の異なる他者と議論を交わすことで多面的なものの見方を知り、自らの意見を論理的に表現していく力を身につけていくことが大きなねらいである。このように、裁判員制度の意義や機能を学ばせるとともに、社会の形成者として、主体的に判断し、よりよい社会形成の在り方について、考え続けることのできる力を高めていくことに重点を置いていく。また、このことが、宮崎県中社研のテーマである「社会について考え続ける社会科学習の創造～思考力を高める討論を取り入れた授業の在り方～」につながると考える。
刑事裁判の事例は、『あなたも裁判員－漫画で読む裁判員制度』の第２話「ヤミ金の取立人に主婦が包丁を刺した」と、裁判員制度の広報用映画「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」を扱う。本単元で主に取り扱う「ヤミ金取立人殺人事件」の概要は、ある日の夜、ヤミ金業者の金成正義と荒木信男が被告人（鈴本容子）宅へ貸金の取立てにやってきた。返金しようとタンスに入れていた３万円がないことを伝えると「借りた金はきちんと返せ」と怒鳴られてしまう。それに怯えて泣き出した５歳の息子・大助は金成に足蹴にされて、その勢いで台所に背中を打ちつけ、鼻血を出し、激しく咳き込んだ。そんな息子を見ても平然としている金成を見て、被告人は台所にあった文化包丁を手に取り金成に向かって突進したが、それを止めようとした荒木の腹部に包丁が突き刺さり、同夜出血多量で死亡したものである。量刑の判断を下すためには、さまざまな情報を多角的に公正に判断する必要があり、生徒の思考が揺さぶられる興味深い題材であると考える。しかし、生徒は公正な判断の仕方や裁判員制度の意義についての知識は乏しい。そこで、広報用映画「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」を扱う。この事件の概要は、ある日の深夜、建設会社の従業員宿舎から突然、炎と黒煙が噴き出した。放火したのは、この会社に雇われていた出稼ぎ労働者・矢部次郎であった。彼は度重なるミスで解雇され、衝動的にライターで宿舎の部屋に放火し、そのまま逃走したが、後で思い直して自首し、現住建造物放火事件の被告人となった。宿舎には、当時５人の従業員が寝ていたが、逃げ出して全員無事であったというものである。本事件は、公正な裁判や裁判員制度の意義を考えさせるのにわかりやすい教材であり、被告人の心情や背景等を十分考慮し、執行猶予付きの判決が良いのか、実刑判決が良いのかについて価値判断をさせる上で非常に意義深い題材である。
このように、現在、国民が注目している裁判員制度を題材に、異なる価値観をもつ他者との討論を通して思考が揺さぶられたり、考えが進化することは、さまざまな社会問題について考え続ける力を育成する上で非常に意義深いと考える。
○　本学級の生徒は男子１８名、女子１７名の計３５名で構成されている。社会科の授業への関心も高く、授業態度も良好である。また、全体的に知識を暗記することは得意であり、一問一答的な発問に対しては男子生徒を中心に、挙手や発表を積極的に行える雰囲気がある。しかし、討論場面のように、知識をもとに考察したり、他者との関わりの中で自分の意見を述べることは一部の生徒にかたよっている。

生徒たちは、これまでの学習を通して、社会のさまざまな出来事や問題について興味や関心をもち始めている。本単元に先がけて行ったアンケートでは、最近気になるニュースとして、「衆議院選挙」「芸能人の覚醒剤使用」について挙げている生徒が多かった。また、裁判員制度については「知っている」と答えた生徒は９１％、裁判員として「参加したい」と考えている生徒が２５％、裁判員として「適切な判断をする自信がある」と考えている生徒は２％であった。しかし、裁判員制度が導入された目的についてはほとんど理解しておらず、一般市民の感覚を裁判に反映させることについて言及している生徒は、わずか８％しかいないことが分かった。
　○　そこで本単元の指導にあたっては、再編した知識や価値観を主張しあう正当化の局面で討論を取り入れる。本単元においては、模擬裁判や根拠となる事実（証拠）などの指導を踏まえたうえでの討論である。裁判の大きな特徴は有罪か無罪か、その理由はなぜかについて、証拠となる資料や事実を提示しなければならず、このことは、根拠によって主張をするという討論の基本原則に成り立つものである。また、評決の判断の基準となる模擬裁判は、検察側、弁護側両方の立場で展開される極めて「主張をゆずらない」タイプの討論である。しかし、評議・評決場面の討論は、最終ゴールとして、評決を行わなければならない。その意味では、民主主義のルールにのっとり、合意形成を図ることになる。しかし、有罪か無罪かの基準や、量刑の年数などの基準は、個人のものの見方、考え方に左右されるものであり「正しい評決」が必ずしも絶対的な価値ではない。このように、裁判員制度のしくみやその意義について理解させることは、国民主権や民主主義社会の基礎的な資質を高めることにもつながる。また、生徒の思考を深めることをねらって、以下のような手立てを講じることとした。
	ア　教材の工夫

　　『あなたも裁判員－漫画で読む裁判員制度』の第２話「ヤミ金の取立人に主婦が包丁を刺した」を教材として用いる。この教材は、一般的に殺人事件の量刑は、懲役５年から２０年という幅広い中で議論されるため量刑を下すのは難しいとされるが、本事件は、検察官側の求刑が懲役８年で、弁護人側の求刑が情状酌量を踏まえての執行猶予つきの判決ということで、量刑期間に上限が定められているため、生徒が考えやすく、その上考えが揺さぶられる興味深い題材であると考える。
また、本時の評議・評決場面を深めるため、裁判員制度の映画「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」も教材に用いる。この映画は裁判員制度のホームページ上にある広報用ビデオである。フィクションではあるが、裁判員制度の裁判員選任手続きについて現時点におけるイメージをできる限り盛り込んであるため、場面設定もリアルで、登場人物の立場に立ちながら評議しやすい教材である。
特に、広報用映画については、事件の概要や裁判の様子を視聴し、実際にどんな判決が出たのか結論を見せることによって、単に事実認定のみで量刑を出すのではなく、裁判員の生き様や人生経験、被害者や被告人に対する思い等を十分に踏まえた上で、評決させる重要性を認識させるようにしたい。　
イ　学習過程の工夫

　　本単元では、児玉修氏の「思考の局面」をもとに、生徒の思考を重視した学習過程を工夫する。具体的には生徒の思考が揺れるように情報を段階的に提示していきながら４回の評決をさせていく。まず、第１回評決の場面では、事件のおおまかな概要のみを提示し生徒に考えさせる。その後、模擬裁判を通して、さまざまな立場からの多面的な情報を獲得させ２回目の評決をさせていく。本時では、個人で考えた意見をグループ内で高め、最後に学級として１つの評決を出していきたい。その後、ゲストティーチャーである検察官の方に、実際の量刑と事実認定の仕方を述べていただき、生徒の思考の修正を行うとともに、裁判員制度が導入された目的を体験的に理解させたい。
ウ　思考を高める討論の工夫

　　本時にあたっては、知識や価値観の再編の場面「正当化」の局面で討論を行う。正当化の局面は、思考や価値が高まった状態であるので、その間段階的な討論活動を取り入れる。１回目は模擬裁判を通して個人で評決をさせ、その後、グループ内で意見を出し合い、１つの結論にまとめていく討論活動である。グループ別評議の場面では、実際の検察官の方にも話合いに参加していただく。生徒は大人の助言を得ることにより、自己肯定感を味わいながら自信をもって意見を述べ、まとめていくことが期待される。その後、二回目の討論は、学級全体で行う最終評議・評決での討論である。２回目の討論では思考が高まり、知識や価値観が再編されるような討論活動にしていきたい。


　　
５　学習指導過程　
【第１時】
　(1) 本時の目標
　　○　裁判員制度が導入された目的について自分なりに考えることができる。（社会的な思考・判断）

  　○  裁判員制度の概要について大まかに理解することができる。（社会的事象についての知識・理解）
  (2) 指導過程
	学習内容及び学習活動
	指導上の留意点
	資料・準備

	１．校内に張ってあるポスターを見て裁判員制度のイメージを高める。

２．本時のねらいを確認する。


３．裁判員制度について知っていることを発表する。

４．裁判員制度について、おおまかな内容を整理する。

　　　　　　　　　　　

５．裁判員制度が導入された理由を考え、発表する。

６．本時の取組を振り返り、自己評価をする。


	○　裁判員制度のイメージを高めさせる。

○　いつから実施されたか考えさせる。

○　自由に発言させるとともに裁判員の数や選ばれる確率などを予想させる。
○　刑事裁判のしくみを振り返らせる。

○　刑罰の意義（加害者に罪を償わせる、加害者を更正させる）について学ぶ。
○　国民の視点、感覚が反映され裁判が身近になり、司法への信頼と理解が深まることを押さえる。
○　本時の感想も記入させる。
	・ポスター

・ワークシート


【第２時】
　(1) 本時の目標
　　○　事件の大まかな概要から自分なりに量刑を考えることができる。（社会的な思考・判断）

  　○  事件に積極的に関わろうという意欲をもつことができる。（社会的事象への関心・意欲・態度）
  (2) 指導過程
	学習内容及び学習活動
	指導上の留意点
	資料・準備

	１．前時の学習を振り返る。 
２．本時のねらいを確認する。


３．分かったことを発表し、事件の概要を整理する。

４．どのような刑罰がふさわしいか、その理由も考える。

　　
５．実際に、自分が出した結論と理由を発表する。

６．本時の取組を振り返り、自己評価をする。

	○　前時で学習した裁判員制度の概要について復習し、本時の学習意欲を高めさせる。
○　資料から事件の概要をしっかり読み取らせるとともに、発表させることでポイントを焦点化させる。

○　関連する刑法には触れず、既存の知識だけで量刑を考えさせる。

○　発表させることにより、多様な見方のあることに気付かせる。
○　本時の感想も記入させる。
	・ワークシート




【第３時】
　(1) 本時の目標
　　○　量刑を決める活動に意欲的に取り組むことができる。（社会的事象への関心・意欲・態度）

  　○  ＶＴＲから必要な情報を読み取り、事実に基づきながら量刑を考えることができる。（社会的な思考・判断）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料活用の技能・表現）
  (2) 指導過程
	学習内容及び学習活動
	指導上の留意点
	資料・準備

	１．前時を振り返り、別の事件を扱う目的について考える。

２．本時のねらいを確認する。


３．「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」のＶＴＲを視聴し、事件の概略をとらえる。

４．ビデオの概要を見て、ふさわしい量刑を判断する。

５．ＶＴＲの中での結論を視聴する。

・「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」の最終場面を視聴する。

６．本時の自己評価を行う。
	○　ＶＴＲを視聴する視点を明確にさせる。
○　
○「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～（第３章）」のＶＴＲを静かに視聴させる。
○　必要に応じて、ＶＴＲの途中に補足説明を行う。
○　関連する刑法や検察官、弁護側双方の言い分を聞いて自分なりに真剣に量刑を考えさせる。
○「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～（第５章）」のＶＴＲを静かに視聴させ、自分たちが出した判決と比較させる。

○本時の感想も記入させる。
	・パソコン

・プロジェクター

・スクリーン

・ワークシート


【第４時】
　(1) 本時の目標
　　○　模擬裁判を通して得たさまざまな情報をもとに量刑を考えることができる。（社会的な思考・判断）

  　○  模擬裁判に積極的に参加することができる。（社会的事象への関心・意欲・態度）
  (2) 指導過程
	学習内容及び学習活動
	指導上の留意点
	資料・準備

	１．前時の内容について振り返り、ポイントを整理する。

２．本時のねらいを確認する。


３．模擬裁判の役割分担を発表する。

４．模擬裁判を傍聴する。

　　　　　　　　　　　
５．模擬裁判を終えて、第２回目の評決を行う。 

６．被害者の妻の証言を聞く。

７．本時の自己評価を行う。
	○　前時で扱った放火事件の事例を振り返り、何を参考に量刑を出したか、再度考えさせる。
○　あらかじめ役割を分担しておき、原稿を渡して練習させておく。
○　裁判の隊形を作らせる。模擬裁判に参加しない生徒も裁判員のつもりでしっかり話を聞かせる。
○　感情を込めて、登場人物になりきって役割演技をさせる。

○　新たに知り得た情報はワークシートにメモさせる。
○　検察官側の求刑（懲役８年）と弁護側の要求（執行猶予付き）だけでなく、自由な発想で量刑を考えさせる。

○　被害者の妻と残された家族の過酷な状況を考えさせる。

○　本時の感想も記入させる。
	・ワークシート
・パソコン

・プロジェクター

・スクリーン


４　学習指導過程　
　(1) 本時の目標
　　○　裁判員制度が導入された意義について理解することができる。（社会的事象についての知識・理解）
　　○　裁判の評決場面で他者の意見や事実に基づきながら、量刑を考えることができる。（社会的な思考・判断）
  (2) 指導過程
	学習内容及び学習活動
	指導上の留意点
	資料・準備

	１．事件の概要について振り返るとともに、一人一人が前時で考えた量刑について振り返る。
２．本時のねらいを確認する。

３．グループごとに、全体討論の場で主張したい内容を整理する。
４．グループでの話合いをもとに、全体で最終の討論を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　正当化

５．ワークシートに最終的な評決と感想を記入する。
６．黒板のネームプレートの移動を行う。 
７．本時の取組を振り返り、裁判員制度が導入された目的について考える。

	○　前時の模擬裁判や事件の概要を振り返るとともに、関連する刑法について確認する。

○　ネームプレートを黒板に貼らせ、前時までの授業の流れを想起させる。
○　グループでの話合いの際、検察官の方にも一緒に加わっていただきながら論点を明確にさせるとともに、一人一人に自己肯定感をもたせる。
○　教師がファシリテーターとして、生徒の意見を拾い上げて、判断基準ごとに分類しながら討論を進めさせる。

○　根拠をもって意見を述べさせるとともに、他者の意見に対して根拠をもとに反論するよう指導する。

○　討論を焦点化するために争点を明確に示す。

○　机間指導を行い、意見の把握に努める。

○　学級での討論の後、最終的な結論を出すべく、必要に応じてネームプレートを移動させる。
○　裁判員として評決を出すことについて生徒に感想を述べさせ振り返らせる。その後、検察官の方に裁判には正解がないことや、裁判員制度が導入された目的について説明していただく。
	・パソコン

・プロジェクター

・スクリーン

・ネームプレート
・挿絵
・ワークシート

・ワークシート

・ワークシート
・ネームプレート
・ワークシート




















・裁判員制度が導入された経緯やその意義について理解できる。


・裁判員制度のしくみについて理解できる。



























































あなたならどう判断する


～最終的な評決をしてみよう～





ヤミ金取立人殺人事件の模擬裁判を見て２回目の評決をしてみよう








裁判員として刑事事件に関わってみよう





裁判員制度の概要について学習しよう








別の事例に関して裁判員として判決を出してみよう














